
令和４年度厚生労働省の主な税制改正要望

緊急小口資金等の特例貸付に係る非課税措置の創設 〔所得税、個人住民税〕

新型コロナウイルス感染症への対応として実施している緊急小口資金等の特例貸付について、償還時に住民税非課税世帯である場合に償還を

免除することができる特例（令和４年度以降適用予定）を設けているが、その償還免除額（債務免除益）について、非課税措置を講じる。

ひとり親家庭住宅支援資金貸付金に係る非課税措置の創設等 〔所得税、国税徴収法、個人住民税、徴収規定〕

「ひとり親家庭住宅支援資金貸付金」制度における返済免除額（債務免除益）等への非課税措置を講じる。

児童福祉制度の見直しに伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、消費税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、地方消費税等〕

児童福祉制度の在り方について、社会保障審議会において検討を行い、その結果等を踏まえて税制上の所要の措置を講じる。

地域医療構想実現に向けた税制上の優遇措置の拡充 〔不動産取得税、固定資産税〕

地域医療構想の実現に向けた取組を推進するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律における認定再編計画

に基づき取得した資産について、現行の登録免許税の軽減措置に加え、不動産取得税及び固定資産税を軽減する税制措置を講じる。

基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設 〔所得税、相続税、贈与税、個人住民税〕

持分なし医療法人への移行を促進するため、持分の払い戻しが経営に与えるリスクの高い医療法人について、持分あり医療法人から基金拠出
型医療法人へ移行する際に発生するみなし配当課税を、基金が払い戻しされるまでの間、納税猶予する等の特例措置を講じる。

感染症有事に備える取組に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、消費税、個人住民税、法人住民税、事業税、地方消費税等〕

感染症有事に備える取組について、医療機関への支援等を含め、より実効性のある対策を講じることができるよう検討を行い、この検討結果等
を踏まえ税制上の所要の措置を講じる。

労働者協同組合法の施行に伴う税制上の所要の措置 〔所得税、法人税、印紙税、登録免許税、個人住民税、法人住民税、事業税、固定資産税、事業所税、都市計画税〕

令和２年12月に公布された労働者協同組合法（令和２年法律第78号）が公布後２年以内に施行されることに伴い、労働者協同組合及び労働者
協同組合連合会に係る税制上の所要の措置を講じる。

交際費課税の特例措置の延長 〔法人税、法人住民税、事業税〕

飲食費の50％を損金算入できる特例措置（中小企業・大企業（資本金の額等が100億円以下））及び交際費（飲食費や贈答品の費用等）を800
万円までは全額損金算入できる特例措置（中小企業のみ）について、その適用期限を２年延長する。
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